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(証券コード6267)
2024年９月30日

（電子提供措置の開始日2024年9月29日）
株 主 各 位

愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地

代表取締役社長 牧 野 研 二

第63期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第63期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.general-packer.co.jp/ir/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
※「銘柄名（会社名）」に「ゼネラルパッカー」を入力又は「コード」に当社証券コー
ド「6267」（半角）を入力して検索いただき、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」、「株
主総会招集通知/株主総会資料」（「情報を閲覧する場合はこちら」）を順に選択すること
で、ご確認いただけます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2024年10月24日
（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 2024年10月25日（金曜日） 午前10時
２．場 所 愛知県北名古屋市宇福寺神明105番地

当本社南館３階会議室
（末尾の「株主総会会場のご案内」の略図をご参照ください。）
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３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第63期（2023年８月１日から2024年７月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第63期（2023年８月１日から2024年７月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。なお、株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませ
ん。

◎ 本株主総会においては、会社法に基づく書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供
措置事項を記載した書面を送付しております。なお、送付書面では、電子提供措置事項のう
ち、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別
注記表を記載しておりません。したがって、当該書面は、監査等委員会及び会計監査人が監査
報告を作成するに際し監査を行った書類の一部です。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。
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議決権行使についてのご案内
■ 株主総会にご出席の場合

2024年10月25日（金曜日）午前10時開催日時

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとと
もに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

■ 株主総会にご出席でない場合

2024年10月24日（木曜日）午後5時30分到着分まで行使期限

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、行使
期限までに到着するようご送付ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意
思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

書面による議決権行使

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

2024年10月24日（木曜日）午後5時30分入力分まで行使期限

次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、画
面の案内に従って、行使期限までに賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使

複数回にわたり議決権行使をされた場合の取り扱い
■ 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使といたします。
■ インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使といたします。
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インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権
行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

インターネットによる
議決権行使のご案内

■ 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信
事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。

■ スマート行使による議決権行使は一回のみ可能です。一度議決権行使をし
た後で行使内容を変更される場合、パソコン向けサイトで「議決権行使
コード」「パスワード」を入力してログインしてください。（QRコードを
再度読み取っていただくとパソコン向けサイトへアクセスできます。）

ご注意事項

同封の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」
を入力し、「次へ」をクリック

3. パスワードの入力

入 力

クリック

同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行
使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

2. ログインする

クリック

入 力

受付時間 │ 9:00～21:00 土曜・日曜・祝日も受付

日本証券代行株式会社 代理人部 ウェブサポート専用ダイヤル

ふ0120-707-743

パソコンなどの操作方法に関するお問い合わせ先について

アクセス手順について

「次へすすむ」をクリック

1. 議決権行使ウェブサイトにアクセスする

クリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」について
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使
ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、

「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

2024年10月24日（木曜日）
午後5時30分入力分まで

議決権
行使期限

https://www.e-sokai.jp議決権行使
ウェブサイト
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第63期 事 業 報 告
（2023

2024
年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の
制限の緩和により、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、原材料・エネルギ
ー価格の高騰や急激な為替変動に伴う物価上昇の影響などにより、先行きは不透明な状況が続
いております。
当社グループは「グループ一体での飛躍的成長に向けた基盤整備の時期」と位置づけた第７

次中期経営計画（2024年７月期〜2026年７月期）を策定し、グローバル展開の加速と事業
領域の拡大を重要課題として基本戦略を推進してまいりました。
当連結会計年度における売上高は、包装機械事業・生産機械事業ともに顧客の設備投資需要

が堅調に推移したことに伴い、前連結会計年度に比べ799百万円の増収となり、過去最高の売
上高となりました。一方で利益につきましては、原材料・エネルギー価格の高騰に伴う仕入価
格の上昇により売上総利益率が前連結会計年度を下回ったものの、増収効果により、営業利
益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも前連結会計年度に比べ増益となり
ました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は9,853百万円（前期比8.8％増）、営業利益は1,000

百万円（前期比7.5％増）、経常利益は1,019百万円（前期比8.5％増）、親会社株主に帰属する
当期純利益は721百万円（前期比8.4％増）となりました。
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セグメント別の業績は次のとおりであります。
〔包装機械事業〕
国内顧客への自動包装機及び保守サービスの販売実績が増加したことにより、売上高は

8,541百万円（前期比9.5％増）となりました。利益につきましては、原材料・エネルギー価
格の高騰に伴う仕入価格の上昇により売上総利益率が低下したものの、増収効果により、営業
利益は952百万円（前期比7.7％増）となりました。
〔生産機械事業〕
プラントの販売実績が増加したことにより、売上高は1,324百万円（前期比5.8％増）とな

りました。利益につきましては、低採算案件の影響により売上総利益率が低下したものの、増
収効果により、営業利益は47百万円（前期比2.5％増）となりました。

(セグメント別売上高)

区 分
第62期 第63期

（当連結会計年度）
（2023年７月期） （2024年７月期）

金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％

包 装 機 械 7,802 86.2 8,541 86.7
生 産 機 械 1,251 13.8 1,324 13.3
セグメント間取引消去 − − △11 −

合 計 9,054 100.0 9,853 100.0

2. 設備投資等の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は43百万円であります。そのう

ち主なものは、包装機械事業における老朽化設備の更新であります。

3. 資金調達の状況
該当する事項はありません。
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4. 対処すべき課題
今後につきましては、国内では好調な企業収益を背景として雇用・所得環境が改善する下で

国内景気は緩やかな回復が続くことが想定されます。世界経済は、金融市場や政策運営を巡る
不確実性が高まっているものの、短期的な先行きは高インフレの落ち着きなどを背景に底堅い
成長が続くと見込まれます。
当社グループが属する包装機械業界及び食品機械業界におきましては、自動化・省力化に向

けた設備投資需要が比較的堅調に推移しているものの、顧客からの多様かつ高度なニーズへの
対応が引き続き強く求められており、価格面での競争激化は依然として継続しております。ま
た、仕入価格の高騰や人件費の上昇などの影響もしばらく継続することが見込まれるなど、当
社グループを取り巻く環境は厳しい状況であると認識しております。
このような状況のもと、当社グループは現在推進中である第７次中期経営計画（2024年７

月期〜2026年７月期）で掲げている以下の基本戦略について一層の推進を図り、飛躍的成長
に向けたグローバル展開の加速と事業領域の拡大を重要課題として、取り組みを強化してまい
ります。

『飛躍的成長に向けたグローバル展開の加速と事業領域の拡大を目指す』
①グローバル市場売上高比率４０%以上を目指す
②ワンストップで応えるソリューションビジネスの拡大を図る
③省人化や環境配慮型製品の開発を推進する
④生産体制やアフターサービス体制をさらに充実させ、生産力強化を図る
⑤開発力強化と事業領域拡大のためのアライアンス・M＆A を推進する
⑥サステナビリティ経営を推進し、企業価値の向上を目指す

また、引き続き内部管理体制の充実化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の
強化に取り組み、信頼され支持される企業の実現を目指してまいります。
以上に掲げた取り組みを通じて、一層の業績の向上と企業の健全性の維持・向上に努めてま

いります。
株主の皆様におかれましては、今後とも、一層のご支援ご鞭撻を賜りますようよろしくお願

い申しあげます。
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5. 財産及び損益の状況の推移

区 分
第60期 第61期 第62期 第63期

(当連結会計年度)

(2021年7月期) (2022年7月期) (2023年7月期) (2024年7月期)

売 上 高 （百万円） 8,787 8,643 9,054 9,853

経 常 利 益 （百万円） 1,042 1,135 939 1,019

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （百万円） 741 778 665 721

１株当たり当期純利益 （円） 419.43 439.99 375.30 407.66

総 資 産 （百万円） 9,806 10,962 11,038 11,901

純 資 産 （百万円） 5,092 5,794 6,324 6,876

1 株 当 た り 純 資 産 （円） 2,882.25 3,269.23 3,568.41 3,905.90

（注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均株式数を基に算定しております。
2. 株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託が保有する当社の株式は、１

株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除した自己株式数に含めており、１株当たり当
期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

3. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第61期の期首から適
用しており、第61期以降に係る経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっ
ております。
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6. 重要な親会社及び子会社の状況
（1）親会社の状況

該当事項はありません。

（2）重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

オサ機械株式会社 18百万円 100％ 食品製菓機械の製造・販売

蘇州日技通用包装机械有限公司 50百万円 100％ 包装機械の製造・販売

General Packer America Corporation 80万米ドル 100％ 包装機械の販売・保守サービス

7. 主要な事業内容（2024年７月31日現在）
当社グループの主な事業は、自動包装機械の製造及び販売と食品製菓機械の製造及び販売で

あります。
なお、各事業の主要品目は、次のとおりであります。

セグメント区分 事業の主要品目

包装機械 給袋自動包装機、製袋自動包装機、包装関連機器

生産機械 チョコレート製造用機械装置、製菓機械、食品機械
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8. 主要な営業所及び工場（2024年７月31日現在）
（1）当社

本 社 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地
営業所・工場

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

東京営業部 東京都千代田区 本 社 工 場 愛知県北名古屋市

（2）子会社
名 称 所 在 地

オサ機械株式会社 神奈川県横浜市

蘇州日技通用包装机械有限公司 中国江蘇省常熟市

General Packer America Corporation 米国イリノイ州

9. 従業員の状況（2024年７月31日現在）
従業員数 前連結会計年度末比増減

208名 ±０名

（注）従業員数は、臨時雇用者（パートタイマー、嘱託及び派遣社員）を除いて算定しております。なお、当連
結会計年度の平均臨時雇用者数は49名であります。

10. 主要な借入先（2024年７月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社りそな銀行 158百万円

株式会社三井住友銀行 86百万円
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Ⅱ．株式に関する事項（2024年７月31日現在）
1. 発行可能株式総数 5,600,000株
2. 発行済株式の総数 1,798,800株（自己株式1,549株を含む）
3. 株主数 803名
4. 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数（株） 持株比率（％）

株 式 会 社 Ｆ Ａ Ｍ Ｓ 270,000 15.02
ゼ ネ ラ ル パ ッ カ ー 従 業 員 持 株 会 245,000 13.63
株 式 会 社 り そ な 銀 行 78,400 4.36

田 中 か ん な 71,200 3.96

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 70,600 3.92

ゼ ネ ラ ル パ ッ カ ー 取 引 先 持 株 会 63,500 3.53

梅 森 輝 信 53,700 2.98

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 51,654 2.87

島 末 孝 法 39,200 2.18

高 野 季 久 美 33,300 1.85

（注）1. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
2. 自己株式には、役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保

有する当社株式36,654株は含まれておりません。

5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。） 3,158株 1名

（注）1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅲ. 会社の役員に関する事項 4. 取締役の報酬等」に記載
しております。

2. 上記は、退任した当社役員に対して交付された株式を記載しております。
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Ⅲ．会社の役員に関する事項
1. 取締役に関する事項

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 牧 野 研 二 開発部担当

常 務 取 締 役 水 野 智 之 技術部長兼生産部担当

取 締 役 安 藤 正 行 営業本部長
オサ機械株式会社 取締役

取 締 役 塚 本 真 也 営業本部副本部長兼システムソリューション部担当
オサ機械株式会社 代表取締役社長

取 締 役 杉 田 篤 紀
管理部長
オサ機械株式会社 代表取締役
General Packer America Corporation CFO

取 締 役
(常勤監査等委員) 久 野 浩 介 税理士

取 締 役
(監査等委員 ) 村 橋 泰 志 弁護士

取 締 役
(監査等委員 ) 浅 井 一 郎 あさひ経営 代表

取 締 役
(監査等委員 ) 森 田 卓 寿 株式会社ＦＡＭＳ 代表取締役社長

（注）1. 取締役久野浩介氏、村橋泰志氏、浅井一郎氏、森田卓寿氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。

2. 監査等委員久野浩介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

3. 監査等委員浅井一郎氏は、金融界及びシンクタンクでの豊富な経験・見識から、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。

4. 日常的に重要な社内会議に出席することで情報を収集し、会計監査人、内部監査部門等と緊密に連携
して、監査等委員会の監査・監督の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を選定しております。

5. 取締役久野浩介氏、村橋泰志氏、浅井一郎氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

6. 福井義雄氏は、2023年10月27日開催の第62期定時株主総会の終結の時をもって、取締役（常勤監
査等委員）を任期満了により退任いたしました。

7. 小関幸太郎氏は、2023年10月27日開催の第62期定時株主総会の終結の時をもって、取締役（監査
等委員）を任期満了により退任いたしました。
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2. 責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役の各氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、各氏とも法令が規定する額としております。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しており、被保険者の職務の執行に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求
がなされた場合に係る損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することと
しております。ただし、法令等に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因す
る損害は補填されないなど、一定の免責事由が定められております。当該保険契約の被保険者
は、当社及び国内子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、全ての被保険者について、そ
の保険料を全額当社が負担しております。

4. 取締役の報酬等
（1）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定め
ております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬である基本報酬と各事業年

度の業績に連動した業績連動報酬（賞与）、そして中長期インセンティブとしての株式報酬に
より構成されております。
固定報酬につきましては、各取締役（監査等委員である取締役除く。）の役位及び職責に応

じて、月額の基本報酬額を決定しております。
業績連動報酬（賞与）につきましては、税金等調整前当期純利益を指標として、予め定めら

れた内規における支給基準に基づき、各取締役（監査等委員である取締役除く。）の役位別に
支給額を決定しております。
株式報酬につきましては、当社の株式交付規程に基づき、各取締役（社外取締役、非業務執

行取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して事業年度ごとに役位に応じてポイン
トを付与し、各取締役の退任時に当該ポイントに相当する株式を交付いたします。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合につきましては、当社と同程度の事業

規模である企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、固定報酬：業績連動報酬（賞与）：
株式報酬＝60％：30％：10％を目安とし決定するものとしております。
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なお、決定方針は、判断の客観性と透明性を高めるため、独立社外取締役が過半数を占める
指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
当事業年度の取締役の報酬の決定につきましては、指名・報酬諮問委員会が決定方針との整

合性を含めた多面的な検討を行っており、取締役会はその答申どおりの決定をしており、当該
決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性及び客観性を保つ観点から、固定報酬である基本

報酬のみとしており、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。

（2）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定

時株主総会において、金銭による報酬として年額150百万円以内（使用人兼務取締役の使用人
分の給与を含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締役の員数
は５名です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会におい

て、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点での取締役の員数
は４名（うち、社外取締役は４名）です。
また、2017年10月25日開催の第56期定時株主総会において、取締役（社外取締役、非業

務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する、信託を用いた株
式報酬制度の導入を決議いただいております。当該株式報酬制度における取締役に対する報酬
限度額は、信託期間中（約６年間）で66百万円であります。当該株主総会終結時点での取締
役（非業務執行取締役を除く。）の員数は４名です。

（3）取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長兼開発部担当牧野研二が取締役の個人別の報

酬等の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動
報酬の評価配分であります。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取
締役が担う役割の評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会からの答申を受け

た金額の範囲内において決定いたします。
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（4）取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

81,212
(−)

51,750
(−)

23,000
(−)

6,462
(−)

5
(−)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

12,360
(11,610)

12,360
(11,610) − − 5

(4)

合 計 93,572 64,110 23,000 6,462 10
（注）1. 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。

2. 非金銭報酬等は、株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
3. 上記の取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んで

おりません。
4. 上記の取締役（監査等委員）の報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役２名を含んでおり

ます。
5. 上記の取締役（監査等委員）の報酬等の総額には、無報酬である社外取締役１名は含んでおりませ

ん。

（5）業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬（賞与）につきましては、税金等調整前当期純利益を指標として、予め定めら

れた内規における支給基準に基づき、各取締役（監査等委員である取締役除く。）の役位別に
支給額を決定しております。税金等調整前当期純利益を指標として選択した理由は、子会社を
含めた当社グループ全体の業績を報酬に反映するためであります。支給基準につきましては、
税金等調整前当期純利益が100百万円未満の場合には支給を行わないものとし、支給金額上限
は各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の月額固定報酬の５倍を限度としております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標と実績は、税金等調整前当期純利益の目標
830百万円に対し、実績は1,008百万円であります。
なお、業績連動報酬の支給対象となる取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、業務

執行取締役であり、非業務執行取締役及び社外取締役につきましては支給対象外としておりま
す。
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（6）非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬として、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取

締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも株主の皆様と共有す
ることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし
て、当社は取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除きます。）
に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
本株式報酬制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取

締役に対して当社が定める株式交付規程に従って、当社株式が信託を通じて交付される制度で
す。各取締役に対して事業年度ごとに役位に応じてポイントを付与し、各取締役の退任時に当
該ポイントに相当する株式を交付いたします。
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5. 社外役員に関する事項
（1）重要な兼職先である法人等と当社との関係

① 取締役（監査等委員） 浅井一郎
代表を務めるあさひ経営と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

② 取締役（監査等委員） 森田卓寿
株式会社ＦＡＭＳの代表取締役社長であります。株式会社ＦＡＭＳは、当社株式の

15.02％を保有しており、当社とは資本業務提携関係にあります。また、同社と当社との
間で商品取引等の関係があります。

（2）当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して
行った職務の概要

区 分 氏 名 主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される
役割に関して行った職務の概要

社外取締役
(常勤監査等委員) 久 野 浩 介

就任後開催の取締役会14回のうち14回に出席し、また監査等委員会9
回のうち9回に出席し、主に税理士としての専門的見地からの発言を行
っております。

社外取締役
（監査等委員） 村 橋 泰 志

当期開催の取締役会18回のうち17回に出席し、また監査等委員会12
回のうち12回に出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を
行っております。

社外取締役
（監査等委員） 浅 井 一 郎

当期開催の取締役会18回のうち18回に出席し、また監査等委員会12
回のうち12回に出席し、金融機関及びシンクタンクでの豊富な経験・
見識を生かして、幅広い見地からの発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 森 田 卓 寿

当期開催の取締役会18回のうち16回に出席し、また監査等委員会12
回のうち11回に出席し、経営者としての経験・見識を生かして、幅広
い見地からの発言を行っております。
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Ⅳ．会計監査人の状況
1. 会計監査人の名称 仰星監査法人

2. 報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18百万円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの
合計額を記載しております。

3. 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根

拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額につ
いて同意の判断をいたしました。

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委
員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会
計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
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Ⅴ．会社の体制及び方針
1. 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」につい
て、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス体制を確保し誠実かつ透明性の高い企業活動を遂行するため、当社の

「コンプライアンス憲章」を基盤として、この憲章の運用マニュアルを冊子にまとめ、
取締役及び使用人に周知徹底を図る。

② 取締役会は、コンプライアンスの推進を徹底するために、毎年「コンプライアンス・プ
ログラム」を策定し、運用する体制を構築する。

③ 監査等委員会及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定
款上の問題の有無を調査し、問題があると認めるときは、取締役会に対して改善策の策
定を求める。

④ 取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
⑤ 法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を整備

するとともに、直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを社内
に設置し運用する。

⑥ 会計基準その他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規程」及び関連規程等を整
備し、財務報告に係る内部統制の構築と有効性向上を図る。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」を基本に、社内諸規程及

び各マニュアル等に従い適切に保存及び管理を行うとともに、必要に応じて運用状況の
検証及び規程等の見直しを実施する。

② 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
③ 秘密情報の保護については、「情報セキュリティ規程」を制定して適切な管理の体制及

び管理方法を定めるとともに、外部からの不正アクセス防止措置を講じる。
④ 重要文書等については、セキュリティ管理されている保管庫内の耐火書庫に保存する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「危機管理規程」を基本に、社内諸規程及び各マニュアル等の整備・見直しを図り、適

切なリスク管理体制を整備し運用する。
② 経営企画室において、経営活動に潜在するリスクを識別した「企業リスク分類表」を整

備し、リスクを網羅的・統括的に管理をするとともに、各組織の業務に付随するリスク
管理は当該組織が行う。

③ 取締役会は、リスクが顕在化し、当社に重大な影響を及ぼすと予想される場合には、損
失の拡大を防止する体制を整える。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会で決定した中期経営計画及び年度計画に基づいて、目標達成のために活動し、

その達成状況について毎月管理を実施する。
② 「総合組織規程」にて定める業務分掌表・職務権限一覧表に基づき、職務執行を実施す

るとともに、必要に応じて運用状況の検証及び規程の見直しを実施する。
③ 取締役会は毎月１回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の

意思決定の迅速化を図る。
④ 取締役会以外に実務的な経営課題の協議の場として、中期経営計画推進会議及び予算実

績委員会を毎月開催し、適切な情報交換及び職務執行の効率化に努める。
（5）当社並びに当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 「関係会社管理規程」を制定し、子会社に対する管理方針、管理組織及び報告体制につ
いて定め、当社グループの円滑な業務運営のための適正な運用を図る。

② コンプライアンス体制及びリスク管理体制については、当社が定める「コンプライアン
ス憲章」並びに「危機管理規程」に則り、グループ一体による整備を行うとともに、子
会社における損失発生の危険性についての報告体制を構築する。

③ 子会社の監査は、当社内部監査室が「内部監査規程」に基づき業務全般の監査を実施す
るとともに、内部統制が有効に運用されているかのモニタリングを行う。

④ グループ中期経営計画及び年度計画を策定し、中期経営計画推進会議等により達成状況
を毎月管理するとともにグループ内の情報共有に努める。また、職務分掌及び職務権限
に関する規程を整備し、当社グループにおける業務執行が効率的に行われる体制を確保
する。

（6）監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する体制及びその使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する
事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会は、内部監査室に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、
監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた場合はその命令に関し、取締役（監査等
委員である取締役を除く）の指揮命令を受けないものとする。
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（7）取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に
関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けな
いことを確保するための体制
① 取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を

及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及
びその内容を速やかに報告する体制を整備する。また、通報・報告をした取締役及び使
用人に対しては、当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを
禁止し、これを取締役及び使用人に周知徹底する。

② 監査等委員会が取締役会及び社内重要会議に出席し、経営上の重要情報について適時報
告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録及び重要書類については、監査等委
員会に回覧するものとする。また、監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取
締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。

（8）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役（監査等委員である取締役を除く）は、法令・定款、並びに当社の「監査等委員

会規程」に定める監査等委員である取締役の職責と権限をよく理解し、同時に監査等委
員会による監査の重要性を十分認識した上で監査等委員会による監査が有効に行われる
ための環境整備を行う。

② 代表取締役社長、監査等委員でない各取締役、監査法人並びに内部監査室ほかとは、監
査等委員会が必要に応じて意見交換及び情報交換等の緊密な連携が図れる体制を整備す
る。

③ 監査等委員会は必要に応じ、内部監査室、管理部ほか、社内の各部署に対し、監査に必
要な資料の閲覧・提出、質問への回答等、監査への協力を求めることができるものと
し、同時に、協力を求められた部署は必ずこれに応じることとする。

④ 内部監査室は、各事業年度の監査方針・監査計画について監査等委員会と協議をすると
ともに、内部監査結果を監査等委員会に報告し、監査の参考に資するものとする。

⑤ 監査等委員会が、その職務を執行する上で必要な費用を請求したときは、これを速やか
に支払うものとする。
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2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会に報告し、必要に

応じて見直しを行っております。
監査等委員会は、取締役の職務の執行状況を把握するために、定期的に各部の業務遂行状況

の監査を実施しております。
当事業年度においては、コンプライアンス意識の一層の向上のため、「コンプライアンス・

プログラム」を策定し、社内啓発及び社員教育を実施するとともに、リスク管理を徹底するた
め、「企業リスク分類表」にて定期的にリスク評価とリスク対応状況の判定を実施いたしまし
た。
また、当社並びに当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため、グルー

プ会社の業務執行状況について、取締役会へ毎月報告を実施するとともに、当社内部監査室が
グループ子会社の業務全般の監査を実施しております。

3. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の利益配分は、長期的安定と成長を維持するという観点から、企業価値を増大させる再

投資のための内部留保と、株主への積極的な利益還元を図ることを基本方針としております。
配当政策につきましては、連結配当性向30％又は連結純資産配当率（DOE）3％を目安に、

安定配当を堅持しつつ、業績動向を見ながら配当金の増加を目指していく方針であります。
一方、内部留保資金につきましては、企業体質の強化や競争力強化のための人材投資、研究

開発投資など将来の発展・成長のために活用していくとともに、安定配当を維持する資金とし
ても有効に活用してまいります。
当社では、中間配当金と期末配当金の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としてお

り、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うこ
とができる旨を定款に定めております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年７月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
商 標 権
技 術 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

9,047,356
3,057,548
2,488,314
347,144

2,102,509
731,176
190,600
130,061

2,854,319
1,668,359
808,988
786,692
72,678
920,022
440,966
61,071

397,440
20,544
265,937
89,091

110,110
66,735

負 債 の 部
流 動 負 債 4,588,784

支払手形及び買掛金 1,723,263
電 子 記 録 債 務 593,527
1年内返済予定の長期借入金 146,652
未 払 法 人 税 等 190,587
前 受 金 1,487,793
役 員 賞 与 引 当 金 23,000
製 品 保 証 引 当 金 48,832
そ の 他 375,127

固 定 負 債 436,174
長 期 借 入 金 98,979
繰 延 税 金 負 債 226,375
株 式 給 付 引 当 金 42,012
退職給付に係る負債 46,253
そ の 他 22,555

負 債 合 計 5,024,959
純 資 産 の 部
株 主 資 本 6,784,950
資 本 金 251,577
資 本 剰 余 金 306,392
利 益 剰 余 金 6,320,150
自 己 株 式 △93,169

その他の包括利益累計額 91,766
その他有価証券評価差額金 37,160
為 替 換 算 調 整 勘 定 54,605

純 資 産 合 計 6,876,716
資 産 合 計 11,901,675 負 債 純 資 産 合 計 11,901,675

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 損 益 計 算 書
（2023

2024
年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 9,853,840
売 上 原 価 6,977,846

売 上 総 利 益 2,875,993
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,875,770

営 業 利 益 1,000,222
営 業 外 収 益
受 取 利 息 335
受 取 配 当 金 2,500
仕 入 割 引 2,416
受 取 保 険 金 13,541
そ の 他 4,041 22,836

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,059
為 替 差 損 2,068 3,127
経 常 利 益 1,019,931

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,205
特 別 功 労 金 10,000 11,205

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,008,725
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 321,182
法 人 税 等 調 整 額 △33,465 287,716
当 期 純 利 益 721,008
親会社株主に帰属する当期純利益 721,008

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書
（2023

2024
年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2023 年 ８ 月 １ 日 残 高 251,577 306,392 5,751,908 △53,936 6,255,941

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △152,766 △152,766
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 721,008 721,008

自 己 株 式 の 取 得 △45,900 △45,900

自 己 株 式 の 処 分 6,666 6,666
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 568,242 △39,233 529,009

2024 年 ７ 月 31 日 残 高 251,577 306,392 6,320,150 △93,169 6,784,950

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 為替換算調整勘定 その他の包括利益
累 計 額 合 計

2023 年 ８ 月 １ 日 残 高 31,077 37,777 68,855 6,324,796

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △152,766
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 721,008

自 己 株 式 の 取 得 △45,900

自 己 株 式 の 処 分 6,666
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額) 6,082 16,827 22,910 22,910

連結会計年度中の変動額合計 6,082 16,827 22,910 551,919

2024 年 ７ 月 31 日 残 高 37,160 54,605 91,766 6,876,716

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表

〔連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等〕
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ３社
主要な連結子会社の名称
オサ機械株式会社
蘇州日技通用包装机械有限公司
General Packer America Corporation

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない関連会社 １社
会社の名称 錦通日技包装科技(江蘇)有限公司
持分法を適用しない理由
錦通日技包装科技(江蘇)有限公司は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から
見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな
いため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
オサ機械株式会社の決算日は連結決算日と一致しております。
蘇州日技通用包装机械有限公司の決算日は12月末日、General Packer America Corporationの決算日は
６月末日であります。連結計算書類の作成にあたっては、蘇州日技通用包装机械有限公司は６月末で実施し
た仮決算に基づく計算書類を使用し、General Packer America Corporationは決算日の計算書類を使用
しております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
（1）仕掛品

個別原価法
（2）原材料

移動平均法
（3）貯蔵品

最終仕入原価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、1998年４月以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８〜47年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
技術資産 20年
商標権 20年
自社利用のソフトウエア ５年（社内利用期間）

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う金額を計上
しております。

③ 製品保証引当金
製品の無償保証期間に係るアフターサービス費用の支出に備えるため、売上高に対する過去の実績率を基
準とした見積額を計上しております。

④ 株式給付引当金
株式交付規程に基づく当社取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。）
及び執行役員への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づ
き計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
① 包装機械事業
当社及び連結子会社は、主に自動包装機械の設計・製造・販売、部品の販売、自動包装機械の保守サービ
ス等の役務提供を行っております。顧客との契約に基づいて、商品又は製品を引き渡す履行義務を負って
おり、商品又は製品を顧客が検収した時点で顧客に支配が移転し履行義務が充足されることから、検収時
に収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取
扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転さ
れる時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

② 生産機械事業
連結子会社は、主に食品製菓製造機械及び装置の設計・製造・販売、部品の販売、食品製菓製造機械の保
守サービス等の役務提供を行っております。顧客との契約に基づいて、商品又は製品を引き渡す履行義務
を負っており、商品又は製品を顧客が検収した時点で顧客に支配が移転し履行義務が充足されることか
ら、検収時に収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める
代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧
客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
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5. その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の仮決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めており
ます。

（2）退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末退職給付債務を計上しております。なお、退職給付債務
の算定は簡便法によっており、退職給付債務の金額は期末自己都合要支給額（中小企業退職金共済制度によ
り支給される部分を除く）としております。

（3）のれんの償却方法及び償却期間
20年の定額法により償却しております。

［会計上の見積りに関する注記］
（のれん及び無形資産の評価）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 440,966千円
商標権 61,071千円
技術資産 397,440千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
当社は、2016年９月にオサ機械株式会社の株式を2,275,948千円で取得しており、取得原価の一部をのれ
ん及び無形資産に配分しております。
オサ機械株式会社は、当社グループにおいて生産機械事業セグメントを構成し、食品製菓メーカーを主要顧
客としております。当連結会計年度における生産機械事業セグメントは、プラントの販売実績の増加に伴い
営業利益を計上しており、また、経営環境の著しい変化又は悪化をする見込みがないことから、減損の兆候
はないと判断しております。
のれん及び無形資産の帳簿価額には、オサ機械株式会社の将来の事業の成長見込みに基づいた超過収益力等
を反映しております。このため、オサ機械株式会社の将来の事業の成長が達成されない場合や事業計画の前
提となった経営環境に著しい悪化が認められた場合、あるいはそのような見込みがある場合には、将来キャ
ッシュ・フローの予測額が大きく変動し、減損損失を認識する可能性があります。
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［追加情報］
（役員向け株式交付信託）

当社は、当社取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除きます。）及び執行
役員（以下「取締役等」と総称します。）に対する株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のた
めに設定される信託を「本信託」といいます。）を導入しております。
本信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務
上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）に準じております。

1. 取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役等に対して、当
社が定める株式交付規程に従って、当社株式が信託を通じて交付される株式報酬制度です。なお、取締
役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。

2. 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除きます。）により純資産の部
に自己株式として計上しております。当連結会計年度の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、
91,577千円、36,654株であります。

［連結貸借対照表に関する注記］
1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,291,904千円
2. ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額

未 収 入 金 188,133千円
3. 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。当
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越の極度額の総額 500,000千円
借入実行残高 −千円
差引額 500,000千円
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［連結株主資本等変動計算書に関する注記］
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普 通 株 式 1,798,800株

2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2023年10月27日
定時株主総会 普通株式 89,862 50.00 2023年７月31日 2023年10月30日

2024年３月１日
取締役会 普通株式 62,903 35.00 2024年１月31日 2024年４月２日

（注）1. 2023年10月27日定時株主総会決議の配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金
1,240千円が含まれております。

2. 2024年３月１日取締役会決議の配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金757
千円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2024年10月25日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 116,821 65.00 2024年７月31日 2024年10月28日

（注）2024年10月25日定時株主総会決議予定の配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金
2,382千円が含まれております。
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［金融商品に関する注記］
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、必要な資金につきましては金融機関からの借入による調達を行っております。一時的な余
資につきましては、主に流動性・安全性の高い金融資産で運用を行っております。
なお、デリバティブ取引は、行っておりません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、ファ
クタリング方式により譲渡した売上債権等である未収入金は、ファクタリング会社等の信用リスクに晒され
ております。当該リスクに関しては、当社グループの販売管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高
管理を行うとともに、受注が予想されるごとに取引先の信用状況を把握する体制となっております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒され
ておりますが、上場株式につきましては四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、全て１年以内の支払期日であります。未払法人税等
は、１年以内に納付期日が到来します。
長期借入金（1年内返済予定を含む）は、主に子会社買収に係る資金調達であります。一部の借入金は変動
金利で調達しており、金利の変動リスクに晒されております。
なお、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、定期的に資金繰り計画を策定し、リスク
の継続的な把握と管理を実施しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）投資有価証券 89,091 89,091 −

（2）長期借入金（１年内返済予定を含む） 245,631 243,977 △1,653

(注) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、未収入金、支払手形及び買掛金、
電子記録債務、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略
しております。
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3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 89,091 − − 89,091

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 − 243,977 − 243,977

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
レベル１の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定を含む）
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在
価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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［収益認識に関する注記］
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計
包装機械事業 生産機械事業

日本 5,988,612 1,300,070 7,288,682

アジア 1,163,223 12,394 1,175,617

北米 854,744 − 854,744

欧州 456,845 − 456,845

その他 77,949 − 77,949

顧客との契約から生じる収益 8,541,375 1,312,464 9,853,840

その他の収益 − − −

外部顧客への売上高 8,541,375 1,312,464 9,853,840

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注
記等 4. 会計方針に関する事項 (4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 2,771,202 3,023,592

契約負債 1,314,070 1,487,793

当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,026,640千
円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用
し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要
な金額はありません。
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［１株当たり情報に関する注記］
1. １株当たり純資産額 3,905円90銭
2. １株当たり当期純利益 407円66銭
（注）株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託が保有する当社の株式は、１株当たり純資産額の算定

上、期末発行済株式数から控除した自己株式数に含めており、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。
１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除した当該自己株式数は36,654株であり、１株当たり当期純利益の算
定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は28,581株であります。
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貸 借 対 照 表
（2024年７月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

7,436,111
2,171,949

93,819
339,626

1,895,631
1,977,507
673,582
68,173
25,213

189,399
1,209

3,944,987
1,277,612
756,971
19,677
27,017

777
25,625

438,692
8,850
13,137
12,730

406
2,654,237

67,628
2,363,668

10
80,640

108,522
33,769

負 債 の 部
流 動 負 債 4,025,029

支 払 手 形 7,490
電 子 記 録 債 務 499,445
買 掛 金 1,600,535
1年内返済予定の長期借入金 146,652
リ ー ス 債 務 1,980
未 払 金 99,119
未 払 費 用 145,393
未 払 法 人 税 等 168,739
未 払 消 費 税 等 32,386
前 受 金 1,220,119
預 り 金 42,050
役 員 賞 与 引 当 金 23,000
製 品 保 証 引 当 金 35,831
そ の 他 2,285

固 定 負 債 209,799
長 期 借 入 金 98,979
リ ー ス 債 務 7,755
株 式 給 付 引 当 金 42,012
退 職 給 付 引 当 金 46,253
そ の 他 14,800

負 債 合 計 4,234,829
純 資 産 の 部
株 主 資 本 7,114,605
資 本 金 251,577
資 本 剰 余 金 306,392
資 本 準 備 金 282,269
そ の 他 資 本 剰 余 金 24,123

利 益 剰 余 金 6,649,805
利 益 準 備 金 11,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,638,805
別 途 積 立 金 2,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金 4,638,805

自 己 株 式 △93,169
評 価 ・ 換 算 差 額 等 31,664
その他有価証券評価差額金 31,664

純 資 産 合 計 7,146,270
資 産 合 計 11,381,099 負 債 純 資 産 合 計 11,381,099

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

2024年09月12日 14時54分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



― 37 ―

損 益 計 算 書
（2023

2024
年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 8,392,157
売 上 原 価 5,955,408

売 上 総 利 益 2,436,749
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,481,802

営 業 利 益 954,946
営 業 外 収 益
受 取 利 息 67
受 取 配 当 金 2,169
仕 入 割 引 2,416
為 替 差 益 232
受 取 保 険 金 10,520
そ の 他 3,845 19,250

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,059 1,059
経 常 利 益 973,138

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,205 1,205

税 引 前 当 期 純 利 益 971,932
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 283,251
法 人 税 等 調 整 額 △17,829 265,421
当 期 純 利 益 706,510

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書
（2023

2024
年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
2023 年 ８ 月 １ 日 残 高 251,577 282,269 24,123 306,392 11,000 2,000,000 4,085,061 6,096,061
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △152,766 △152,766
当 期 純 利 益 706,510 706,510
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 − − − − − − 553,744 553,744
2024 年 ７ 月 31 日 残 高 251,577 282,269 24,123 306,392 11,000 2,000,000 4,638,805 6,649,805

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

2023 年 ８ 月 １ 日 残 高 △53,936 6,600,094 28,768 28,768 6,628,862
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △152,766 △152,766
当 期 純 利 益 706,510 706,510
自 己 株 式 の 取 得 △45,900 △45,900 △45,900
自 己 株 式 の 処 分 6,666 6,666 6,666
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 2,896 2,896 2,896

事業年度中の変動額合計 △39,233 514,510 2,896 2,896 517,407
2024 年 ７ 月 31 日 残 高 △93,169 7,114,605 31,664 31,664 7,146,270

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
① 仕掛品
個別原価法

② 原材料
移動平均法

③ 貯蔵品
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016
年４月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物………………………… ８〜47年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して
おります。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う金額を計上してお
ります。

（3）製品保証引当金
製品の無償保証期間に係るアフターサービス費用の支出に備えるため、売上高に対する過去の実績率を基準
とした見積額を計上しております。

（4）株式給付引当金
株式交付規程に基づく当社取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。）
及び執行役員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上
しております。

（5）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、事業年度末退職給付債務を計上しております。なお、退職給付債務の算定
は簡便法によっており、退職給付債務の金額は事業年度末自己都合要支給額（中小企業退職金共済制度によ
り支給される部分を除く）としております。

4. 収益及び費用の計上基準
包装機械事業
当社は、主に自動包装機械の設計・製造・販売、部品の販売、自動包装機械の保守サービス等の役務提供
を行っております。顧客との契約に基づいて、商品又は製品を引き渡す履行義務を負っており、商品又は
製品を顧客が検収した時点で顧客に支配が移転し履行義務が充足されることから、検収時に収益を認識し
ております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、
商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期
間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

2024年09月12日 14時54分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



― 41 ―

［会計上の見積りに関する注記］
（子会社株式の評価）
（1）当事業年度の計算書類に計上した額

関係会社株式 2,275,948千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、2016年９月にオサ機械株式会社の株式を2,275,948千円で取得しております。
当社では市場価格のない関係会社株式の評価について、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した時
には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行うこととしております。
当該関係会社株式は、オサ機械株式会社の超過収益力等を反映して、１株当たり純資産額に比べて高い価額
で取得していますが、当事業年度末時点における超過収益力等を考慮した実質価額は帳簿価額に比べ著しく
低下しておらず、当事業年度において当該関係会社株式の減損処理は不要と判断しました。
なお、超過収益力等が毀損していないかどうかは、オサ機械株式会社を取り巻く事業環境を反映した将来の
事業計画に基づく将来キャッシュ・フローにより判定を行っております。このため、同社の財政状態が悪化
していない場合であっても、将来の事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化が認められた場合、ある
いはそのような見込みがある場合など、超過収益力等が毀損した場合には、当該関係会社株式について減損
処理が必要となる可能性があります。

［追加情報］
（役員向け株式交付信託）

連結注記表の[追加情報]に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

［貸借対照表に関する注記］
1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,143,974千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 159,743千円
短期金銭債務 1,844千円

3. ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額
未 収 入 金 188,133千円

4. 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度
末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越の極度額の総額 500,000千円
借入実行残高 −千円
差引額 500,000千円
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［損益計算書に関する注記］
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売 上 高 206,416千円
仕 入 高 79,911千円

営業取引以外の取引による取引高 35,095千円

［株主資本等変動計算書に関する注記］
当事業年度末日における自己株式の種類及び数
普 通 株 式 38,203株

（注）自己株式の普通株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式36,654株を含めて表示しておりま
す。

［税効果会計に関する注記］
繰延税金資産の発生の主な原因は、棚卸資産評価損、未払賞与、退職給付引当金、株式給付引当金等であ
り、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金等であります。

［収益認識に関する注記］
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 [収益認識に関する注記]」
に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

［関連当事者との取引に関する注記］
子会社

種類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

子会社
General Packer
America
Corporation

所有
100％

当社製品の
販売・保守
サービス

役員の兼任

製品の販売

保守サービス

189,260

36,423

売掛金
買掛金
未払金

155,511
1,393
450

（注）取引条件及び取引条件の決定方針
市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
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［１株当たり情報に関する注記］
1. １株当たり純資産額 4,059円00銭
2. １株当たり当期純利益 399円46銭
（注）株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託が保有する当社の株式は、１株当たり純資産額の算定

上、期末発行済株式数から控除した自己株式数に含めており、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。
１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除した当該自己株式数は36,654株であり、１株当たり当期純利益の算
定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は28,581株であります。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年９月11日

ゼネラルパッカー株式会社
取締役会 御中

仰星監査法人
名古屋事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 川 聡
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鬼 頭 功 一 郎

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ゼネラルパッカー株式会社の2023年８月１日

から2024年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、ゼネラルパッカー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以 上

2024年09月12日 14時54分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20240620_01）



― 46 ―

会計監査人の監査報告書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年９月11日

ゼネラルパッカー株式会社
取締役会 御中

仰星監査法人
名古屋事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 川 聡
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鬼 頭 功 一 郎

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ゼネラルパッカー株式会社の2023年８

月１日から2024年７月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年８月１日から2024年７月31日までの第63期事業年度における取締役の職務の執行について監
査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締
役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
主要な部門において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（令和３年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書、個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業
報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年９月13日
ゼネラルパッカー株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 久 野 浩 介 ㊞
監 査 等 委 員 村 橋 泰 志 ㊞
監 査 等 委 員 浅 井 一 郎 ㊞
監 査 等 委 員 森 田 卓 寿 ㊞

（注）監査等委員久野浩介、村橋泰志、浅井一郎並びに森田卓寿は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外
取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、安定的な配当の継続を基本に業績及び財務体質の強化などを

総合的に勘案しながら成果の配分を実施いたしたいと存じます。
当期の期末配当金につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金65円 総額116,821,315円
なお、中間配当金として35円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１
株あたり100円となります。

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2024年10月28日
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第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由

当社が保有する「古物営業法」に規定する許可（古物商）において、その許可を維持す
ることを目的として、定款第２条（目的）へ古物の取り扱いに関する記載の必要があるた
め、定款を変更するものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します）
現行定款 変更案

（目 的）
第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
１．菓子、食品、医薬品等の自動包装機械及び

その周辺装置の製造、販売、修理
２．荷造用機械及びその周辺装置の製造、販

売、修理
３．上記に関する輸出入業
４．建築工事業
５．機械器具設置工事業
６．管工事業
７．電気工事業
８．電気通信工事業

（新設）
９．前各号に附帯する一切の業務

（目 的）
第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
１．菓子、食品、医薬品等の自動包装機械及び

その周辺装置の製造、販売、修理
２．荷造用機械及びその周辺装置の製造、販

売、修理
３．上記に関する輸出入業
４．建築工事業
５．機械器具設置工事業
６．管工事業
７．電気工事業
８．電気通信工事業
９．古物売買及びその委託販売並びに受託販売
10．前各号に附帯する一切の業務
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は、

本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするもので
あります。
なお、監査等委員会は、指名・報酬諮問委員会での指名手続の状況並びに各候補者の当事業

年度における業務執行状況及び業績等を評価した上で、全ての候補者が当社の取締役として適
任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

まき の けん じ

牧 野 研 二
(1961年５月11日)

1985年３月 当社入社
2007年３月 当社開発部長
2011年10月 当社取締役開発部長
2012年10月 当社取締役開発部長兼技術部担当
2016年９月 当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当
2017年10月 当社代表取締役社長
2020年10月 当社代表取締役社長兼開発部担当（現任）

26,600株

（取締役候補者とした理由）
牧野研二氏は、長年開発部門を牽引し、当社の事業の根幹に精通する豊富な知識と経験を有してお

ります。2017年10月に代表取締役社長に就任して以降は、強いリーダーシップを発揮し当社の業績
躍進に大きく貢献しております。今後も強いリーダーシップのもとに当社の持続的成長や中長期的な
企業価値向上が期待できることから、引き続き取締役候補者としております。

２

みず の とも ゆき

水 野 智 之
(1963年6月29日)

1982年３月 当社入社
2006年４月 当社営業本部システム営業部長
2014年８月 当社技術部長
2015年８月 当社執行役員技術部長
2018年１月 当社執行役員技術部長兼生産部担当
2019年10月 当社取締役技術部長兼生産部担当
2023年10月 当社常務取締役技術部長兼生産部担当（現任）

15,500株

（取締役候補者とした理由）
水野智之氏は、営業部門・技術部門・製造部門の責任者を歴任し、当社事業全般に対する豊富な経

験と知識を有しております。現在は常務取締役として技術部門及び生産部門の責任者として生産体制
の強化に尽力し、当社の業績躍進に大きく貢献しております。今後も当社の持続的成長や中長期的な
企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３

あん どう まさ ゆき

安 藤 正 行
(1959年12月23日)

1978年４月 当社入社
2014年８月 当社本社営業部長
2017年４月 当社営業本部営業統括部長兼本社営業部長
2019年４月 当社営業本部営業統括部長兼システムソリュー

ション部長
2019年８月 当社執行役員営業本部営業統括部長兼システム

ソリューション部長
2020年８月 当社執行役員営業本部営業副本部長兼システム

ソリューション部長
2021年10月 当社取締役営業本部長（現任）
（重要な兼職の状況）
オサ機械㈱取締役
※2024年10月25日付で退任予定

11,300株

（取締役候補者とした理由）
安藤正行氏は、営業部門の要職を歴任し、現在は当社子会社の取締役も兼務するなど当社グループ

の営業全般における豊富な知識と経験を有しており、営業部門での優れたリーダーシップの発揮によ
り当社の業績躍進に大きく貢献しております。今後も当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上へ
の貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者としております。

４

つか もと しん や

塚 本 真 也
(1966年１月22日)

1990年４月 アネスト岩田㈱入社
2010年４月 同社執行役員圧縮機部長
2013年６月 同社取締役執行役員圧縮機部長
2014年４月 同社取締役執行役員圧縮機事業部長
2016年４月 同社取締役上席執行役員エアエナジー事業部長
2019年２月 同社取締役上席執行役員先端技術研究所担当
2019年６月 同社上席執行役員先端技術研究所担当
2020年５月 オサ機械㈱営業部長
2020年10月 同社常務取締役
2021年10月 同社代表取締役社長（現任）
2021年10月 当社取締役営業本部副本部長兼システムソリュ

ーション部担当（現任）
（重要な兼職の状況）
オサ機械㈱代表取締役社長
※2024年10月25日付で同社取締役会長に就任予定

900株

（取締役候補者とした理由）
塚本真也氏は、他社での豊富な企業経営経験と高い見識を有しており、現在は当社子会社の代表取

締役社長として生産機械事業を牽引しております。今後のグループ会社間の事業連携強化による当社
の持続的成長や中長期的な企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者とし
ております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

５

すぎ た あつ のり

杉 田 篤 紀
(1967年６月20日)

1990年４月 ㈱協和銀行（現：㈱りそな銀行）入行
2010年１月 ㈱りそな銀行新大阪駅前支店営業第二部長
2012年１月 同行東ひょうごエリア営業第一部長
2014年７月 同行東京営業第一部長
2017年４月 同行難波支店長
2020年４月 当社社長付部長（経営企画・管理担当）
2021年２月 当社執行役員（経営企画・管理担当）
2021年10月 当社取締役管理部長（現任）
（重要な兼職の状況）
オサ機械㈱代表取締役
General Packer America Corporation CFO

1,100株

（取締役候補者とした理由）
杉田篤紀氏は、長年金融機関での業務に携わり、広範な知識と豊富な経験を有しております。当社

入社後は、経営企画・管理担当として経営戦略等の立案・推進を行い、現在は管理部長及び子会社役
員として当社グループ全体のマネジメントに手腕を発揮しております。今後も当社の持続的成長や中
長期的な企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者としております。

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おり、被保険者の職務の執行に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合
に係る損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保
険契約の被保険者は、当社及び国内子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、各候補者は、当該
保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、各候補者の任期途中である2024年12月1
日に当該保険契約は同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査体制の強化、充実を図るため監査等委員である取締役１名を増員することとし、選任を

お願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

いの うえ り つ こ

井 上 理 津 子
(1964年5月18日)

1985年４月 ㈱埼玉銀行（現：㈱りそな銀行）入行
2008年４月 ㈱りそな銀行茗荷谷支店お客さまサービス部長
2011年10月 同行西葛西支店お客さまサービス部長
2014年４月 同行行徳支店長
2016年４月 同行東京中央支店営業第五部長
2018年10月 りそなビジネスサービス㈱人事部ダイバーシテ

ィ推進室長
2019年４月 同社執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推

進室長
2021年４月 同社執行役員ダイバーシティ推進室担当兼人財

育成室担当
2022年４月 同社執行役員内部監査部担当
2024年 6 月 AGS㈱社外取締役（現任）
2024年 6 月 フルハシEPO㈱社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
AGS㈱社外取締役
フルハシEPO㈱社外取締役

−株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
井上理津子氏は長年金融機関での業務に携わり、広範な知識と経験を有しているほか、ダイバーシティ推進

や人材育成及び内部監査部門の経験や知見を有しております。幅広い見地から経営に対する監査・監督と有効
な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断し、監査等委員である社
外取締役候補者としております。
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（注）1. 井上理津子氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 井上理津子氏は、社外取締役候補者であります。
4. 本議案が原案どおり承認可決された場合、当社は、井上理津子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所へ届け出る予定であります。
5. 当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第423条第１項の賠償責任額を

限定する契約を締結できる旨定款に規定しており、当該契約に基づく賠償責任額は、法令の定める最
低限度額を限度としています。
本議案が原案どおり承認可決された場合、当社は井上理津子氏との間で同様の責任限定契約を新たに
締結する予定であります。

6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対し
て損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により補填す
ることとしております。当該保険契約の被保険者は、当社及び国内子会社の取締役及び監査役であ
り、井上理津子氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、候補者の任期途
中である2024年12月１日に当該保険契約は同内容での更新を予定しております。
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（ご参考）本定時株主総会において各候補者が選任された場合に、各取締役が備える知識・経験・能力等は以下
のとおりであります。

氏名 地位及び担当（予定）
経
営
全
般

研
究
・
技
術
開
発

生
産
・
品
質
管
理

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
営
業

グ
ロ
ー
バ
ル
展
開

財
務
・
会
計

法
務
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

人
事
・
労
務

Ｅ
Ｓ
Ｇ
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

Ｉ
Ｔ
・
Ｄ
Ｘ

指
名
・
報
酬
諮
問
委
員
会

牧野 研二 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

水野 智之 常務取締役
生産部担当 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安藤 正行 取締役
営業本部統括 ○ ○ ○ ○

塚本 真也
取締役
営業本部副統括
兼システムソリューション部担当

○ ○ ○ ○ ○

杉田 篤紀 取締役
管理部長 ○ ○ ○ ○ ●

久野 浩介 取締役
常勤監査等委員

社外取締役
独立役員 ○ ○ ●

村橋 泰志 取締役
監査等委員

社外取締役
独立役員 ○ ○ ●

浅井 一郎 取締役
監査等委員

社外取締役
独立役員 ○ ○ ○ ○ ●

森田 卓寿 取締役
監査等委員 社外取締役 ○ ○ ○ ○ ○

井上 理津子 取締役
監査等委員

社外取締役
独立役員 ○ ○ ○ 〇
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第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査

等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案による補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、就任前に限り、監査等

委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせてい
ただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

こ じま こう じ

小 島 浩 司
(1970年11月22日)

1996年10月 太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監
査法人）入所

2000年７月 公認会計士登録
2001年７月 公認会計士小島興一事務所（現：税理士法人中

央総研）入所
2001年10月 税理士登録
2003年 1 月 税理士法人中央総研 代表社員
2004年 3 月 監査法人東海会計社 代表社員（現任）
2018年 6 月 ワシントンホテル㈱取締役（監査等委員）（現

任）
2019年 7 月 ㈱ヤガミ取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況）
監査法人東海会計社 代表社員
ワシントンホテル㈱取締役（監査等委員）
㈱ヤガミ取締役（監査等委員）

−株

（補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
小島浩司氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、客観的な立場から当社の経営

に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につなが
ると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。
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（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 小島浩司氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 小島浩司氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は、小島浩司氏を東京証券取引所及び名

古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所へ届け出る予定であります。
4. 当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第423条第１項の賠償責任額を

限定する契約を締結できる旨定款に規定しており、当該契約に基づく賠償責任額は、法令の定める最
低限度額を限度としています。
小島浩司氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を新
たに締結する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対し
て損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により補填す
ることとしております。当該保険契約の被保険者は、当社及び国内子会社の取締役及び監査役であり
ます。小島浩司氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となる予定で
あります。

以 上
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至 名古屋 至 名古屋 至 名古屋
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至 各務原 至 犬山
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県
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６
５
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線(

名
草
線)

国
道
２
２
号
線

当本社

駐車場

五日市場交差点

当本社南館
［株主総会会場］

ラウンドワン

北名古屋市役所

［株主総会会場のご案内］
○会 場：愛知県北名古屋市宇福寺神明105番地

当本社南館３階会議室
○交 通：・名鉄西春駅より車（タクシー）で約10分

(なお、当日会場までの交通機関として、名鉄西春駅西口に
午前９時30分発の専用マイクロバスを用意しております）

・名神高速道路一宮インターより車で約５分

［会場付近略図］
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